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序　章　「ビジネスと人権」のグローバルトレンドとアジア

໰୊ͷॴࡏ

を֐ಈがੈք֤஍で人権৵׆ಈがグローバルにల։するに൐い，ͦの׆ۀا　
Ҿきىこしてきた。ビジネスと人権の໰୊のࠜ本తཁҼは，グローバリθーシ
ϣンにΑͬてੜまれたΨバφンス・Ϊϟοϓ，すなわͪଟࠃ੶ۀا等の経済ア
クターの׆ಈൣғおΑͼͦのӨڹがैདྷのΨバφンス・システϜのٴͿൣғを
௒͑ており，ͦれにΑりੜ͡る負の݁果をࣾձが؅理することができないこと
にあるとされる（Ruggie 20��）。あるࠃの๏੍نはଞྖࠃҬではద用できない。
తな条໿はない。౤ࡍࠃする੍نを֐にΑる人権৵ۀاಈする׆をӽ͑てڥࠃ
֐ಈにΑͬて人権を৵׆のۀاの人ʑはਐ出してきたࠃである్্ࠃडೖれࢿ
されてもͦのۀاの౤ࢿ฼ࠃでのٹ済をٻΊる੍౓がない。人権とଟࠃ੶ۀا
おΑͼͦのଞのۀاの໰୊にؔするࠃ連ࣄ຿૯௕特ผ୅表に任໋されたジϣ
ン・G・ϥΪーはこれをΨバφンス・Ϊϟοϓとݺͼ，このΪϟοϓΏ͑にద
切な੍ࡋやഛঈもないままにۀاにΑるෆ当な行為をຮԆさせるڥ؀を作り出
していることが，ビジネスと人権の໰୊の֩৺とする。「ビジネスと人権にؔ
するࠃ連ࢦಋݪଇ」（UN Guiding Principles on Business and Human Rights: 

UNGPs，以下「ࢦಋݪଇ」）は，このΪϟοϓをՍڮしできるだけগなくするこ
とを໨తとして૑Ҋされた�）。ࢦಋݪଇは，ࠃՈの人権อٛޢ຿，ۀاの人権
ଚॏ責任，ͦしてٹ済へのアクセスをபとする。20��೥にࠃ連人権理ࣄձで
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શձ一கで࣋ࢧされたಉݪଇは๏త߆ଋྗをもたない。であるからこͦಉݪଇ
を࣮ޮੑのあるものとす΂く，֤ࠃの੓ࡦとۀاの࣮຿がల։されている。
　20��೥のϥφ・ϓϥβのܶࢂがେきなػܖのͻとつとなり2），ઌਐࠃにΑ
る్্ࠃからのௐୡにおいて人権ଚॏ責任が໰われ，グローバルな੓ࡦ課୊と
して責任あるαϓϥΠνΣーンが͛ڍられるΑうになͬた。20�5೥ドΠツで
のG�ΤルϚ΢・αϛοトट೴એݴでは，ࢦಋݪଇへの࣋ࢧが明記され，ࢦಋ
ఆする౒ྗをࡦը（National Action Plan: NAP）をܭՈ行ಈࠃଇにもとͮくݪ
を঑ྭした�）。人権ࢪにΑる人権σϡーσィリジΣンスの࣮ۀاし，ຽܴؒ׻
σϡーσィリジΣンスとは，自ࣾの׆ಈが人権にରして࣮ࡍにまたはજࡏతに
༩͑る負のӨڹを特ఆし，ͦのӨڹを๷ࢭ，௿ݮ，؇和することである。G�
αϛοトは，ઌਐࠃが自ۀاࠃの౤ࢿઌである్্ࠃでの経済׆ಈにおける人
権৵֐のリスクを௿ݮするという，いわばௐୡするଆ，౤ࢿするଆのཱ৔にཱ
つ。とこΖが202�೥�0݄େࡖ・ࡕにおけるG�๵қେਉ੠明では，G�を௒͑
てビジネスと人権にؔするア΢トリーνとؔ༩をڧԽするとのコϛοトϝント
が表明された�）。G�と౦ೆアジアをओとするアジアॾࠃとのର࿩にٴݴし，「ビ
ジネスと人権におけるؔ連するجࡍࠃ४を࣮ࢪするたΊのଟ༷なアϓローν」，
「แઁతな成௕と人権のଚॏとのؒの૬৐ޮ果」というϑレーζが࢖われてい
る。これまでG�֤ࠃにΑるௐୡࠃ，౤ࢿ฼ࠃとしての一ํతなࡦࢪがٞ࿦さ

�）૑Ҋにࢸるまでのٞ࿦については，UN Document, A/HRC/�/5おΑͼA/HRC/�/��を参照。ࢦ
ಋݪଇは200�೥ࠃ連人権理ࣄձへの報告書（A/HRC/��/��）のఴ෇としてఏ出された。20��೥
�݄ಉ理ࣄձはಉݪଇをܾٞした（A/HRC/��/�）。

2）20��೥�݄2�೔バングϥσシϡ・μοΧ๺੢ۙ߫でϥφ・ϓϥβとݺばれた複਺の๓製工৔がೖ
のཁނࣄ。件ࣄ๢し2500人以্が負ইしたࢮビルが่յし，工৔࿑ಇ者����人がۀしていた商ډ
Ҽはҧ๏૿ங，ైḤな࿑ಇ҆શ؅理，ྼѱな࿑ಇڥ؀にあͬた。Ԥถのグローバルブϥンドがこ
れらの๓製工৔からௐୡをしていたことからバΠϠーの責任を໰うಈきとなͬた。

�）lLeaders` Declaration, G� Summit, �-� June 20�5z
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/0000��020.pdf

「20�5 G�　ΤルϚ΢・αϛοト　ट೴એݴ」（೔本ޠԾ༁）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/0000��02�.pdf

�）lG� Trade Ministers` Statement, Osaka-Sakai, 2� October 202�z
https://www.meti.go.jp/press/202�/�0/202��02�00�/202��02�00�-a.pdf

「G�๵қେਉ੠明　େ202，ࡖ・ࡕ�೥�0݄2�೔」（೔本ޠԾ༁）
https://www.meti.go.jp/press/202�/�0/202��02�00�/202��02�00�-b.pdf
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れていたが，ここにきてௐୡઌࠃ，౤ࢿઌࠃのཱ৔をೝࣝし࢝Ίたとい͑るだ
Ζう。これまで్্ࠃとݺばれていたࠃʑが「グローバルα΢ス」としてࡍࠃ
ࣾձにおいてͦのଘײࡏをߴΊていることがഎܠにある。
ࠃ，は֐ಈにؔする人権৵׆ۀا，のௐࠪにΑればࡍଇが૑Ҋされたݪಋࢦ　
಺のΨバφンスの໰୊がਂࠁなࠃ，すなわͪ௿所得ࠃ，ฆ૪がऴ݁したばかり
もしくはいまだฆ૪ঢ়ଶにあるࠃ，๏のࢧ഑が੬ऑで෗ഊの౓߹いがߴいࠃで
ൃੜしている（Ruggie 20��, 2�-2�）。つまり，ઌਐۀاࠃのਐ出ઌであるいわ
Ώる్্ࠃにおいて，人権อো੍౓がे෼ではなく，たと͑ばݱ஍の࿑ಇج४
๏がجࡍࠃ४Αり௿い৔߹，ਐ出ۀاにΑる人権৵֐リスクはߴいとされてい
る。ͦのΑうな人権৵֐リスクを๷ࢭ，௿ݮするたΊに，人権σϡーσィリジ
Σンスの࣮ࢪがཁٻされ，Ԥभではͦれを๏཯にΑͬてٛ຿Խするಈきが加଎
している。ͦれにରして，Ԥभにおける人権σϡーσィリジΣンスのٛ຿Խ自
ମがαϓϥΠνΣーンを୲うۀاや࿑ಇ者を๊͑るグローバルα΢スにٴ΅し
得る負のӨڹはྀߟされているのかという੠もฉかれる。
　本書の໨తは，ビジネスと人権にؔするࠃ連ࢦಋݪଇにؔしてグローバルな
ಈきがどのΑうにల։しているのかを明らかにするとಉ࣌に，ͦのಈきのなか
で，ઌਐۀاࠃの౤ࢿઌ，ௐୡઌとされる్্ࠃ，グローバルα΢ス，なかで
も౦ೆアジアにয఺を当て，ࢦಋݪଇがՍڮしΑうとするΨバφンス・Ϊϟο
ϓがຒまͬているのかをݕ౼することである5）。Ԥभにおける๏੍Խのಈきが
人権σϡーσィリジΣンスのٛ຿Խのٞ࿦を加଎させているが，ٛ຿Խという
ଇのもとでどのΑうにビジネスと人権にؔݪಋࢦ，所తな࿦఺にとどまらͣہ
するٞ࿦や੓ࡦがల։されてきたのかを࿦͡る。౦ೆアジアは্ड़のとおり
G�のア΢トリーν，ؔ༩ͦしてର࿩ઌである。೔本にとͬてಉ஍Ҭのॏཁੑ
はߴく，๵қ૯ֹの�5ˋを઎Ί，�ສ5000を௒͑る೔本ۀاのڌ఺がある。
当該஍ҬにおけるΨバφンス・Ϊϟοϓにண໨し，「ビジネスと人権」へのऔ
૊みが経済׆ಈにΑる人権৵֐のݥةにさらされている人ʑの権利のଚॏにつ

5）౦ೆアジアにおけるビジネスと人権にؔしては，ઌ行研究として，Mohan and Morel（20��）
やGomez and Ramcharan（202�）等がある。本書はこれらのઌ行研究を;ま͑，Αりۙ࠷のಈ
きにண໨する。
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ながͬているのかを࡯ߟする。
　本ষでは，第�અにおいて，ビジネスと人権にؔするࠃ連ࢦಋݪଇをΊ͙る
グローバルトレンドを೺ѲするたΊに，人権σϡーσィリジΣンスのٛ຿Խな
どのಈきを֓આする。第2અでは，本書がண໨する౦ೆアジアにおけるビジネ
スと人権にؔする֓گを記ड़する。ͦして第�અではNAPࡦఆ，スϚートϛο
クス，ٹ済へのアクセスをऔり্͛，ࢦಋݪଇにおけるࠃՈの人権อٛޢ຿を
する࿦఺を示す。第�અで本書の֤ষのテーϚと࿦఺を੔理する。֤ষでߟ࠶
明らかになͬた఺を;ま͑て，ޙ࠷に本書の໰いとしたΨバφンス・Ϊϟοϓ
がビジネスと人権をΊ͙るグローバルトレンドのなかでアジアにおいていかに
してՍڮされΑうとしているのか，ͦしてޙࠓの課୊を࿦͡る。

ʮϏδωεͱਓݖʯͷάϩʔόϧτϨϯυ�

�-�ɽࣗൃੑ͔Β๏੍ن΁ͷࣼ܏ɹ
が人権ଚॏの責任を果たせるΑۀا，຿としてٛޢՈの人権อࠃଇはݪಋࢦ　
う，ࠃՈは࣍のΑうな੓ࡦાஔをとる΂きとنఆする。「（a）ۀاに人権ଚॏ
をٻΊることを໨తとする，もしくはͦのΑうなޮ果を有する๏཯をࣥ行し，
ఆظతに๏཯のద切ੑをධՁし，䪳作があればͦれにର処する。（b）ձࣾ๏
など，ۀاのઃཱおΑͼ׆ۀࣄಈをن཯するͦのଞの๏཯おΑͼ੓ࡦが，ۀا
の人権ଚॏを཈੍するのではなく，可能にするΑうにする。（c）ͦのۀࣄを௨
͡て人権をどのΑうにଚॏするかについてۀاにରし࣮ޮతなࢦಋをఏڙする。
（d）ۀاにରし，ۀاの人権へのӨڹにどのΑうにऔり૊んでいるかについ
ての情報ఏڙを঑ྭし，また৔߹にΑͬてはཁٻする」（ݪଇ�）。ͦしてಉݪଇ
コϝンタリーには，「ࠃՈは，ۀاがৗにࠃՈのෆ作為を޷み，またはࠃՈの
ෆ作為から利ӹを得るとਪఆす΂きではなく，ۀاの人権ଚॏをଅਐするたΊ，
త（mandatory）おΑͼ自ൃతな（voluntary）੍ڧ，తાஔࡍࠃ಺తおΑͼࠃ

ાஔといͬたાஔのスϚートϛοクスを͑ߟる΂きである」とある。
　スϚートϛοクス（smart mix，ݡい૊߹せ）とは，֤ࠃのঢ়گにԠ͡て੍ڧ
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తあるいは自ൃతな੓ࡦાஔをޮ果తに૊み߹わせることと理ղされてきた。
ࢪにΑる人権σϡーσィリジΣンスの࣮ۀا，ଇ成ཱから�0೥あまりݪಋࢦ
をଅਐする੓ࡦは，当ॳのԤभ֤ࠃにΑるࠃ಺レϕルにおけるۀاの自ൃతな
行ಈを঑ྭする੓ࡦから，20�5೥ࠒの情報։示を௨͡てଅす੓ࡦへ，ͦして
。ਐ行しているٛ຿Խへとల։している（Ruggie, Rees and Davis 202�）ࡏݱ
，連ϑΥーϥϜはࠃされているビジネスと人権࠵ଇ成ཱ以߱ຖ೥։ݪಋࢦ　
202�೥のテーϚとして「経済׆ಈにおける人権อޢのたΊのスϚートϛοクス
を࣮ݱする」を͛ܝた�）。ಉ೥�݄にԤभ連߹（EU）࣋ۀاଓ可能ੑσϡーσィ
リジΣンスྩࢦ（Corporate Sustainability Due Diligence Directive: CSDDD）が
ൃޮしたことをडけ，ಉϑΥーϥϜにおけるٞ࿦はಉྩࢦをத৺とする人権σ
ϡーσィリジΣンスのٛ຿Խに集தした。EUにおいてのみならͣ，֤ࠃにおい
て人権σϡーσィリジΣンスをٛ຿とする๏཯の੍ఆがඞཁとのओுがେきく
なり，「Ϛンσトリー（mandatory）」がͻとつのඪޠとなͬている。スϚートϛ
οクスは自ൃతから੍ڧతにେきく܏いているとい͑Αう。
（త੍ڧ）を自ൃతからٛ຿తࢪにΑる人権σϡーσィリジΣンスの࣮ۀا　

へとする変ԽはG�における߹ҙจ書にみてとれる。্ܝの20�5೥G�ΤルϚ
΢・αϛοトでは，「αϓϥΠ・νΣーンのಁ明ੑٴͼઆ明責任を্޲させる
たΊ，զʑのࠃで׆ಈしຢはͦこに本ڌをஔくۀاにରし，例͑ば自ൃతなσ
ϡー・σィリジΣンスܭըຢはΨΠドなど，ͦのαϓϥΠ・νΣーンにؔする
σϡー・σィリジΣンスのखଓを࣮ࢪするΑう঑ྭ」（下ઢ，ච者）した�）。ͦ
れからٞ௕ࠃが一८し2022೥�݄࠶ͼドΠツがٞ௕となりΤルϚ΢で։࠵さ
れたG�αϛοトでは，ࢦಋݪଇにଇͬた行ಈをਪਐし，「ٛ຿తなાஔを௨͡
たものを含む，جࡍࠃ४の९कをڧԽするたΊ，ビジネスと人権にؔするࡍࠃ
తなコンセンαスに޲けてऔり૊むことにコϛοトしている」（ಉ）と明記され

�）��th United Nations Forum on Business and Human Rights 202�. lRealizing the bSmart 
Mix of Measures` to protect human rights in the context of business activities.z 25 - 2�
November.
https://www.ohchr.org/en/events/sessions/202�/��th-united-nations-forum-business-
and-human-rights

。஫�にಉ͡٭（�
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た�）。ここに，ࢦಋݪଇ成ཱから�0೥あまり，ۀاにΑる人権σϡーσィリジ
Σンスを自ൃతからٛ຿తへとする明らかな変Խが؃औされる。EUではಉ೥
2݄Ԥभҕһձがۀاにରし人権おΑͼڥ؀σϡーσィリジΣンスの࣮ࢪをٛ
຿とする্ܝのྩࢦҊを公表し，2೥あまりにわたるٞ࿦の຤，202�೥�݄ಉ
。をൃޮさせたྩࢦ
　Ԥभ஍Ҭの΄か，人権σϡーσィリジΣンスٛ຿Խのओுは֤஍でߴまͬて
いる。ؖࠃでは202�೥�݄໺ౘであͬたڞにຽओౘが࣋ଓ可能なۀࣄ経Ӧの
たΊの人権おΑͼڥ؀อޢ๏Ҋをࠃձにఏ出した。ؖۀاࠃの人権ଚॏのऔ૊
みがਐんでないとのσータを示したビジネスと人権リιースセンター（Business 

& Human Rights Resource Centre: BHRRC）の報告書（BHRRC 202�）がޙԡ
しとなͬたといわれる。༩ౘとなͬたಉౘٞһにΑͬて2025೥�݄࠶ͼಉ๏
Ҋがࠃձにఏ出されている。202�೥にࡦఆされたタΠ੓෎の第ೋ࣍NAPにお
いては，ۀاの人権σϡーσィリジΣンスをٛ຿とする๏੍Խをݕ౼すると明
記されている。
　ただしٛ຿Խといͬてもͦの಺༰はさま͟まである�）。௚ۙでは2025೥2݄
にԤभにおいて্ྩࢦܝにنఆするۀاのٛ຿ൣғをڱΊるΑうなमਖ਼ఏҊが
出されるなど༳り໭しのಈきがある。かかるमਖ਼ఏҊは，ۀاのバリϡーνΣ
ーンશମにわたる人権ଚॏをظ଴するࢦಋݪଇからဃ཭しかͶないとのࢦఠが，
 ຿所（Office of the United Nations High Commissionerࣄ׭等ห຿ߴ連人権ࠃ

for Human Rights: OHCHR）からなされている（OHCHR 2025）。

�-�ɽਓݖͱڥ؀Πγϡʔͷ࿈ؔੑͷਂԽ
　パリڠఆにΑりީؾ変ಈへのऔ૊みがٻΊられるなかで，人権ଚॏとڥ؀へ
のऔ૊みの連ؔੑがਂまͬてきている。ࢦಋݪଇ成ཱから�0೥が経ͬた202�

�）lG� Leaders` Communiqué, Elmau, 2� June 2022z
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/�00���05�.pdf

「G�ट೴コϛϡχέ　2022೥�݄2�೔，ΤルϚ΢にて」（೔本ޠԾ༁）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/�00����2�.pdf

�）σϡーσィリジΣンスのٛ຿Խのੋඇについてはͦのنఆ಺༰のありํを含Ί，Quijano and 
Lopez（202�），山田（202�）をは͡Ίଟくの࿦ߘがある。
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೥に人権とଟࠃ੶ۀاおΑͼͦのଞのۀاの໰୊にؔする作ۀ෦ձ（以下「ビ

ジネスと人権ࠃ連作ۀ෦ձ」）にΑͬて作成された࣍の�0೥へのロードϚοϓに
は，人ʑおΑͼ஍ٿへのଚॏを௨͡てこͦ，࣋ଓ可能なൃల，公ਖ਼なグリーン
経済への移行，責任あるճ෮へのಓఔがあると記されている（UNWGBHR 

202�）�0）。
　2022೥�݄にはࠃ連૯ձにおいて「クリーンで݈߁，かつ࣋ଓ可能なڥ؀
へのアクセスはීวత人権である」とએݴするྺ࢙తなܾٞがなされた��）。こ
のܾٞは，ީؾ変ಈのӨڹ，ఱવݯࢿの࣋ଓෆ可能な؅理と利用，େؾ，౔৕
おΑͼਫのԚછ，Խ学෺࣭とഇغ෺のෆద切な؅理，ͦの݁果もたらされるੜ
෺ଟ༷ੑの૕ࣦがڥ؀権のڗडを๦͛るとともに，ڥ؀ඃ֐がす΂ての人権の
࣮࣭తなڗडに௚઀త，ؒ઀తに負のӨڹを༩͑ることを明示した。このܾٞ
にΑりڥ؀໰୊が人権とෆ可෼のؔ܎にあることがཱ֬され，経済׆ಈにおけ
るさま͟まな人権とڥ؀へのऔ૊みはผʑではなく，౷߹తにऔり૊むඞཁੑ
が示されている。
　202�೥�݄にࡳຈで։࠵されたGީؾ�・ΤネルΪー・ڥ؀େਉձ߹のコϛ
ϡχέは，「զʑは，ੈքのバリϡーνΣーンをネοト・θロで，ީؾ変ಈに
ରしڧਟで，Ԛછがなく，Αり॥ܕ؀で，ネΠνϟーϙジティブなものへと変
ֵ」すると表明し，ಉ࣌に，経済ྗڠ։ൃߏػ（Organisation for Economic 

Co-operation and Development: OECD）ଟࠃ੶ۀا行ಈࢦ਑やࢦಋݪଇなど
の責任あるۀا行ಈ෼໺にؔ連するࡍࠃΨΠドϥΠンにԊͬて，ͦの҆શੑと
人権のଚॏを֬อするというG�のコϛοトϝントをڧௐした�2）。さらにಉ೥5

�0）人権とଟࠃ੶ۀاおΑͼͦのଞのۀاの໰୊にؔする作ۀ෦ձ（Working Group on the issue 
of human rights and transnational corporations and other business enterprises）は20��
೥ࠃ連人権理ࣄձܾٞ��/�にΑͬてઃཱされた。ͦの任຿はࢦಋݪଇをޮ果తかつ޿くීٴଅਐ
することである。ビジネスと人権ࠃ連作ۀ෦ձ（UN Working Group on Business and Human 
Rights）と௨শされる。

��）UN Document, A/RES/��/�00.
�2）lG� Climate, Energy and Environment Ministers` Communiqué Sapporo, April ��, 202�z

https://www.env.go.jp/content/000�2��2�.pdf
「Gީؾ�・ΤネルΪー・ڥ؀େਉձ߹コϛϡχέ」（೔本ޠԾ༁）
https://www.env.go.jp/content/000����20.pdf
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݄G޿�ౡαϛοトで公表されたクリーン・ΤネルΪー経済行ಈܭըでは，ڧ
㔸なグローバル・αϓϥΠνΣーンのཱ֬を͛ܝ，αϓϥΠνΣーンがࢦಋݪ
ଇ，ILO（International Labour Organization）ଟࠃ੶ۀاおΑͼࣾձ੓ࡦに
ؔするݪଇの三者એݴ，OECDଟࠃ੶ۀا行ಈࢦ਑など，責任ある׆ۀاಈに
ؔするࡍࠃతج४に߹கするΑうྗڠすることが明記された��）。
　ಉ೥�݄には，OECDଟࠃ੶ۀاの責任あるۀا行ಈࢦ਑վగ版がֳ྅理ࣄ
ձで࠾୒された。લճ20��೥のվగではࢦಋݪଇと連ܞするܗで人権のষが
੝りࠐまれ，�2೥Ϳりの当該վగでは，ڥ؀のষがେ෯に加චされた。ۀاは，
，গݮのྼԽ，৿ྛܥ変ಈ，ੜ෺ଟ༷ੑのଛࣦ，཮，ւ༸おΑͼ୶ਫのੜଶީؾ
େؾ，ਫ，౔৕のԚછ，有֐෺࣭を含むഇغ෺のෆద切な؅理などڥ؀にରす
るさま͟まな負のӨڹにؔ༩している৔߹があり，ͦれがΏ͑にۀاにରし，
ࢪについてのリスクϕースのσϡーσィリジΣンスの࣮ڹにରする負のӨڥ؀
をٻΊている。
　これらのಈきに連ಈするܗでಉ݄にはビジネスと人権ࠃ連作ۀ෦ձからީؾ
変ಈとࢦಋݪଇと୊したจ書（UNWGBHR 202�）が公։された。ީؾ変ಈが
人権に༩͑る負のӨڹ，とくに੬ऑな人ʑにͦのӨڹがΑりେきいこと，ީؾ
変ಈにかかる人権へのӨڹにؔするࢦಋݪଇにもとͮくࠃՈのٛ຿とۀاの責
任をઆ明している。ࠃ連։ൃܭը（United Nations Development Programme: 

UNDP）では，202�೥に޲ۀاけに人権σϡーσィリジΣンスとڥ؀にؔす
る࣮ફతツールを公表している（UNDP 202�）。
　これらのࡍࠃతなจ書のࡦఆは，ީؾ変ಈର࠶，ࡦੜ可能ΤネルΪーへのシϑト，
߭෺ݯࢿの։ൃやௐୡが人権৵֐をҾきىこしॿ௕するࣄ例の૿加を൓өしてい
る。BHRRCのௐࠪにΑれば，20�5೥から202�೥のؒに࠶ੜ可能ΤネルΪーࣄ
。が報告された（BHRRC 2022, �2-��）ܸ߈者にରするޢにؔして���件の人権༴ۀ

��）lG� Clean Energy Economy Action Plan, May 20, 202�z
https://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/hiroshima2�/documents/pdf/
session5_02_en.pdf ?v202��00�

「G�クリーン・ΤネルΪー経済行ಈܭը」（೔本ޠԾ༁）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/�0050��0�.pdf
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　一ํ，ڥ؀にؔ連するࡍࠃ条໿のަবにおいては，ઌਐࠃと్্ࠃのओுの
ରཱがみられる。ੜ෺ଟ༷ੑについては202�೥��݄のձٞがதஅされたޙ
2025೥2݄の࠶։で一ఆの߹ҙにୡしたが，ϓϥスνοクΰϛԚછ๷ࢭ条໿
のࡦఆは202�೥�2݄のձٞにଓき2025೥�݄のձٞにおいても߹ҙがݟ送ら
れた。ڥ؀อޢをڧԽしΑうとするઌਐࠃとこれからの։ൃを๬む్্ࠃのओ
ுは૬༰れない。また202�೥��݄にアθルバΠジϟンで։࠵された第2�ճࠃ
連ީؾ変ಈ࿮૊み条໿క݁ࠃձٞ（COP2�）においてもઌਐࠃと్্ࠃのରཱ
はґવとしてଘࡏしている。これらのڥ؀にؔ連する条໿ަবにおけるઌਐࠃ
と్্ࠃのରཱは，ビジネスと人権にؔするઌਐࠃと్্ࠃのؔੑ܎とฒ行し
てଘࡏしている。

�-�ɽฆ૪Өڹ஍ʹ͓͚ΔϏδωεͱਓݖ
ʕϏδωεڥ؀ͷܹٸͳมԽʕ

すなわͪ，ࠃなࠁもਂ࠷は，Ψバφンスの໰୊が֐ಈにかかる人権৵׆ۀا　
ฆ૪がऴ݁したばかりもしくはいまだฆ૪ঢ়ଶにあるࠃ，๏のࢧ഑が੬ऑで෗
ഊの౓߹いがߴいࠃでൃੜしている。كগ߭෺の۷࠾権をΊ͙るฆ૪にΑり，
ಐࣇ࿑ಇや੍ڧ۷にかかる࠾。であるܕされる例は典֐஍の人ʑの人権が৵ݱ
࿑ಇがԣ行し，۷࠾された߭෺は෢૷੎ྗのݯۚࢿとなり෢ثௐୡに࢖われ，
෢૷੎ྗの֦େやฆ૪の௕ظԽのཁҼとなる。ଟくの人権৵֐は੓෎もしくは
෢૷੎ྗの行為とڞ๳したۀاがかかわͬているとされる。ࢦಋݪଇがຒΊΑ
うとするΨバφンス・Ϊϟοϓはまさにฆ૪Өڹ஍にଘࡏする。ࠃがద切に人
権をอޢできないฆ૪Өڹ஍Ҭでは，ਐ出ۀاにΑる人権৵֐リスクがۃΊて
ا஍ҬにおけるڹՈのٛ຿として，ฆ૪Өࠃ，ଇ�はݪಋࢦ。にあるگいঢ়ߴ
能するこػにおいて人権อোମ੍がࠃઌࢿఆする。౤نԉをࢧの人権ଚॏのۀ
とをظ଴できない৔߹にはॏେな人権৵֐のリスクがߴまり，౤ࢿ฼ࠃはかか
るঢ়گで׆ಈする自ۀاࠃが人権৵֐にؔ༩しないことを֬อする੓ࡦがٻΊ
られる。人権৵֐にؔ༩するリスクがߴいことをۀاにܯ告し，ͦのߴいリス
クにରԠするద切な੍نや੓ࡦાஔをとる΂きとղઆする。
　このࢦಋݪଇ�がॏཁなҙຯをもつことが一ஈとුきூりになͬたのが，
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202�೥2݄のϛϟンϚーにおけるクーσターと2022೥2݄のロシアにΑる΢
クϥΠφ৵߈である��）。෢ྗฆ૪がىきているঢ়گにおいては，ॏେな人権৵
はฏৗ࣌ۀاるリスクを؇和するΑう͡ߴ，するたΊࡏなリスクがଘࠁのਂ֐
ΑりڧԽした人権σϡーσィリジΣンスの࣮ࢪがٻΊられる。ۀاはࡍࠃ人ಓ
๏ҧ൓をॿ௕することをճආしなければならない。ฆ૪Өڹ஍で人権への負の
Өڹを༩͑ͣにۀࣄをܧଓすることができるのか，ٯにۀࣄのఫୀ自ମがͦの
஍Ҭにおける࿑ಇ者の権利や人権への負のӨڹを༩͑ないか，ۀاはڧԽした
σϡーσィリジΣンスを࣮ࢪした্で൑அがٻΊられる。
　202�೥2݄クーσターにΑͬて܉が三権をঠѲしたϛϟンϚーでは，܉に
Αるࢢຽへの஄ѹがԣ行し，ͦれにରする൓੓෎෢૷੎ྗとのฆ૪がଓいてお
り，まさにฆ૪Өڹ஍における人権ଚॏ責任をۀاは໰われている。ۀاにとͬ
て自ࠃ੓෎からൃせられるܯ告や੓ࡦાஔはେきい。クーσターにࡍし，ถࠃ
はいͪૣく2݄��೔にେ౷ྖྩにもとͮき，ϛϟンϚー׭ྩ࢘܉ࠃϛンア΢ン
ϑϥΠンら�0人とؔ連するۀا�を੍ࡋର৅とする特ผࢦఆࠃຽ（Specially 

Designated Nationals: SDN）にࢦఆした。ಉ࣌に商຿লは，ถࠃの҆શอো
や外ަ੓্ࡦの利ӹに൓するもしくはͦのおͦれがあるؔػ・ۀا，または，
େྔഁյฌࢄ֦ثのݒ೦，人権৵֐のݒ೦があるؔػ・ۀاをܝ載するΤンテ
ィティ・リストに，複਺のϛϟンϚーۀاを加͑た。ಉリストܝ載者にରする
༌出は੍نやࢭېのର৅となる。2025೥�݄にはϛϟンϚーܥ܉ࠃのܞଳ௨
信େखϚΠテルが，܉੓のࢹ؂とऩӹをݸ，͑ࢧ人や集ஂを௥੻，特ఆするこ
とで人権を৵֐しているとしてリストに௥加された�5）。ۀاにとͬて自ࠃ੓෎
にΑるϛϟンϚーへの੍ൃࡋಈは，人権৵֐リスクのܯ৊とはなる��）。গなく

��）΢クϥΠφ৵߈はԤभҕһձがCSDDDҊを公表した2݄2�೔のલ೔であͬた。
�5） U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS) 2025. lRevisions 

to the Entity List.z � January.
��）ϛϟンϚーの人権ঢ়گにؔする特ผ報告者から，೔本੓෎にରしてϛϟンϚーへ੍ࡋをՊすΑう

ཁ੥されている。OHCHR 202�. lUN expert urges Japan to step up pressure on Myanmar 
junta.z 2� April.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/202�/0�/un-expert-urges-japan-step-pressure-
myanmar-junta
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とも੍ࡋର৅リストとのऔҾをઈつことで，自ࣾの経済׆ಈが人権৵֐に加୲
することをܰݮ，ճආすることができる。しかし，自ࠃの๏ྩ९कとࢦಋݪଇ
でٻΊられるۀاの人権ଚॏ責任を果たすことはಉ͡ではない。なͥならば，
を༩͑得るڹとのऔҾにΑͬて負のӨۀا載されていないܝର৅リストにࡋ੍
し，੍ࡋର৅リストとのऔҾをઈつことにΑͬてか͑ͬて人権への負のӨڹを
Ҿきىこすこともあるからである（山田 202�b）。ۀاは人権σϡーσィリジ
ΣンスをΑり৻ॏに࣮ࢪし，自ࣾの׆ಈを௨͡て人ʑの権利に負のӨڹをٴ΅
すことをճආしなければならない。
　΢クϥΠφ৵߈以དྷロシアでのۀࣄにؔして，The Yale Chief Executive 
Leadership InstituteにΑる௥੻ௐࠪにΑれば，ఫୀしたのは5��ࣾ（うͪ೔

本ࢭఀۀࣄ，（ࣾ��ۀاは50�ࣾ（ಉ��ࣾ）であり，あわせて�000ࣾを௒͑
る��）。ॖۀࣄখは���ࣾ（�ࣾ），৽ن౤ࢭఀࢿが���ࣾ（�2ࣾ）である。一ํ，
৵߈以લとಉ༷にۀࣄをܧଓしている，または౤ࢿを૿やしている2�2ࣾۀا
が͛ڍられており，ͦのうͪ�2ࣾが೔本ۀاである。΢クϥΠφ৵ޙ߈，外
における利ӹおΑͼೲ੫ֹをௐࠪした報告書ۀࣄにΑるロシアでのۀاࢿ
（B�Ukraine, KSE Institute and Squeezing Putin 2025） に Α れ ば，202�೥
��00ࣾのଟࠃ੶ۀاにΑるロシアࢠձࣾを௨͡てのച্は����ԯถドルを௒
͑，���ԯถドルの利ӹを্͛ている。ಉ報告書は202�೥外ۀاࢿにΑるロ
シア੓෎へのೲ੫ֹは2��ԯถドル，2022೥の৵߈以߱からの߹ܭは���ԯ
ถドル，ͦのֹはロシアの2025೥ࣄ܉予ࢉの�෼の�に૬当すると外ۀاࠃの
ロシア経済へのد༩を明らかにした。ࠃՈ自ମが人権৵֐をしているࠃへのೲ
੫はさらなる人権৵֐を可能にさせるڪれがある。ࢦಋݪଇ自ମはかかるೲ੫
について明示తにはٴݴしていない。
　2022೥�݄にはUNDPとビジネスと人権ࠃ連作ۀ෦ձにΑるฆ૪Өڹ஍に
おける人権σϡーσィリジΣンスΨΠドがൃ行された（UNDP 2022）。ฆ૪の

��） Yale School of Management, Chief Executive Leadership Institute (CELI) 202�. lOver 
�,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia�But Some Remain.z 2� January.
https://som.yale.edu/story/2022/over-�000-companies-have-curtailed-operations-russia-
some-remain
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എܠおΑͼݱঢ়を理ղし，複ࡶなঢ়گにおいて，ۀاはͦのঢ়گをѱԽさせな
いΑうにす΂き（ࢦಋݪଇ2�）であり，ڧԽされた人権σϡーσィリジΣンス
の本࣭とは，負のӨڹをडける可能ੑのある੬ऑな人ʑや集ஂとのҙຯのある
Τンήージϝントであるとઆく。ۀاにٻΊられているのはૢۀ஍におけるݱ
஍੓෎の人権৵֐をॿ௕しない責任である。ࠃՈ自ମが人権อٛޢ຿を果たし
ていないࠃにおける׆ۀࣄಈのありํが໰われている。

�-�ɽάϩʔόϧα΢εがݗҾ͢Δ৚໿Խ
条໿ࡍࠃఆするن຿をٛޢの人権อۀا੶ࠃには，ଟܠଇの成ཱのഎݪಋࢦ　
を๬むࠃʑと自ࠃの׆ۀاಈにかかる੍نを๬まないࠃʑのؒの���0೥ԝか
らのࠃ連におけるରཱがあͬた。ͦの�0೥あまりのରཱに20��೥のࠃ連人権
理ࣄձにおけるࢦಋݪଇのશձ一கにΑる࣋ࢧはͻとつのऴූࢭをଧͬたとࢥ
われた��）。ࠃ連人権理ࣄձのϝンバーࠃは஍Ҭผにׂり当てられ，アϑリΧ஍
Ҭ��Χࠃ，ϥテンアϝリΧ஍Ҭ�Χࠃ，アジアଠฏ༸஍Ҭ��Χࠃ，Ԥभͦの
ଞ஍Ҭ�Χࠃ，౦Ԥ஍Ҭ�ΧࠃにΑͬてߏ成される。ࡏݱグローバルα΢スと
শされる్্ࠃが�෼の2を઎Ίる。
ͼුきூりに࠶ձにおいて20��೥にࣄ連人権理ࠃのରཱはࠃとઌਐࠃ্్　
なͬた。かͶてからଟࠃ੶ۀاを੍نするࡍࠃ条໿をٻΊていた్্ࠃ੓෎は，
୒࠾ձでܾٞ2�/�をࣄの人権理ظଇではຬ଍できͣ，ಉ೥�݄の第2�ձݪಋࢦ
し，「人権にؔするଟࠃ੶ۀاおΑͼͦのଞのۀاにؔするΦーϓンΤンドの੓
෎ؒ作ۀ෦ձ（open-ended intergovernmental working group on transnational 

corporations and other business enterprises with respect to human rights: 

OEIGWG）をઃཱすること。ͦの任຿は，ࡍࠃ人権๏において，ଟࠃ੶ۀا
おΑͼͦのଞのۀاの׆ಈを੍نするたΊのࡍࠃతな๏త߆ଋྗのあるจ書を
ৄड़すること」をܾఆした��）。OEIGWGઃཱにࢍ成ථを౤͡たのは，��Χࠃ

のશձ一கのܾٞ（A/HRC/RES/��/�）࣌におけるアジア࣋ࢧଇݪಋࢦձにおけるࣄ連人権理ࠃ（��
ଠฏ༸஍Ҭからのϝンバーࠃは，バーレーン，バングϥσシϡ，தࠃ，೔本，Ϥルμン，ΩルΪス
タン，Ϛレーシア，Ϟルσィブ，パΩスタン，Χタール，ؖࠃ，α΢ジアϥビア，タΠであͬた。
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/group20�020��
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தアϑリΧ஍Ҭ�0Χ20ࠃ），ϥテンアϝリΧ஍Ҭ2Χ2ࠃ�），アジアଠฏ༸஍Ҭ�
Χ22ࠃ）ͦしてロシアの20ܭΧࠃである。一ํ൓ରථを౤͡たのはアジアଠฏ
༸஍Ҭの೔本，ؖࠃの2Χࠃ，Ԥभͦのଞ஍Ҭのす΂てにあたるϑϥンス，ド
Πツ，ӳࠃを含む�Χࠃ，ͦしてロシアを除くશ౦Ԥॾ5ࠃΧࠃのܭ��Χࠃで
あͬた。࢒り��Χࠃはغ権した。20��೥のࢦಋݪଇの成ཱにはશձ一கをみ
たࠃ連人権理ࣄձにおいて，20��೥్্ࠃ・౤ࢿडೖれࠃとઌਐࠃ・౤ࠃࢿ
のରཱが࠶ͼ઱明になͬた。ࢦಋݪଇというͻとつのଥڠ఺に߹ҙしたҙٛは
େきかͬたが，๏త߆ଋྗをもͬた条໿をٻΊるཁٻはいまなおଓいている。
のओಋでOEIGWGࠃのܾٞにもとͮき，Τクアドルをத৺とする్্ܝ্　
がઃஔされた。20�5೥の第�ճセοシϣン以߱，ಉ作ۀ෦ձはຖ೥ձ߹をॏͶ，
ビジネスと人権にؔする๏త߆ଋྗを有するࡍࠃ条໿の૲Ҋを作成してきた。
202�೥�0݄第�ճセοシϣンで第�版となる࠷৽の૲Ҋがٞ࿦された。ண໨す
΂きは，ಉセοシϣンにおいて「グローバルα΢ス」がٴݴされている఺であ
る。աڈの報告書には参加ࠃのཱ৔を૬ରԽするΑうな౤ࠃࢿ，౤ࢿडೖれࠃ，
という表記はなかͬたが，第�ճセοシϣンでは「グローバルࠃઌਐ，ࠃ্్
α΢ス」というݴ༿がॳΊて࢖われた。ಉセοシϣンの報告書にΑれば「ଟく
の֤ࠃ୅表や૊৫は，（૲Ҋされる条໿）จ書がඃ֐者をத৺にす͑たものであ
り，かつグローバルα΢スおΑͼࢢຽࣾձ૊৫のҙݟをऔりೖれることをओு
した」（下ઢ，ච者）。్্ࠃのଘࡏがେきくなり，グローバルα΢スとしてͦの
୅表ੑ，ଘࡏがߴまͬてきたことを示している。
　当ॳはOEIGWGへの参加ࠃは్্ࠃがେ൒を઎Ίており，一ސだにしな
かͬたઌਐࠃもあͬた。しかし，ۙ೥OEIGWGへの参加ࠃが૿͑条໿Խへの
ಈきが加଎しているཁҼには，๏੍ԽにରするEUのスタンスの変Խがある。
20��೥当࣌OEIGWGઃཱがܾٞされたセοシϣンにおいて，EUとͦの加ໍ

��）UN Document, A/HRC/RES/2�/�.
20）アルジΣリア，ϕχン，ブルΩφϑΝι，コンΰ，コートジϘϫール，ΤνΦϐア，έχア，Ϟ

ロοコ，φϛビア，ೆアϑリΧ。
2�）Ωϡーバ，ϕネζΤϥ。
22）தࠃ，Πンド，Πンドネシア，Χβϑスタン，パΩスタン，ϑィリϐン，ϕトφϜ。
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ળのޮ果తなରԠではないとして条࠷はOEIGWGの੿଎なઃཱがඞͣしもࠃ
໿Խに真ͬ޲から൓ରした。「可能とされる条໿が，ࢦಋݪଇにΑͬてすでに
作成された੓ࡦ࿮૊みとどのΑうにؔ連しているのか，๏త߆ଋྗのあるจ書
が何を含むのか，あるいはͦれがӡ用্どのΑうにػ能するのかはෆ明である。
さらに，このஈ֊で๏త߆ଋྗのあるจ書をਪしਐΊることは，ٞ࿦をෆඞཁ
にଟۃԽさせる」との൓ରҙݟをड़΂ている。֤ࠃのビジネスと人権のऔ૊み
が஗ʑとしている理由を๏త߆ଋྗのあるࡍࠃ条໿がないからだとして
OEIGWGઃཱをٻΊるఏҊにରして，「ࡍࠃ条໿のܽ೗は，طଘのࡍࠃతなٛ
຿にैͬて，ࠃレϕルʗ஍Ҭレϕルでۀاにରする߆ଋྗのあるコϛοトϝン
トを課すことを๦͛るものではない」とओுしている。ݱにEU加ໍࠃはࢦಋ
ఆし，ͦしてドΠツやϑϥンࡦにNAPをظૣ，ଇへコϛοトϝントす΂くݪ
ス等では人権σϡーσィリジΣンスのٛ຿Խを含む۩ମతな੓ࡦをਐΊてきた。
の人権σϡーσィリジΣンスをٛۀاड़のΑうに2022೥にはԤभҕһձがط
຿ԽするCSDDDҊを公表し，202�೥�݄にಉྩࢦをൃޮさせた。

CSDDDのൃޮにΑͬて人権σϡーσィリジΣンスをٛ຿Խするஈ֊をすで
に௒͑たEUは，人権σϡーσィリジΣンスのٛ຿Խ自ମに఍߅はない。むし
Ζもし条໿Խされるのであれば，EUྩࢦと߹கさせΑうとするͶらいがある。
当ॳ条໿Խに真ͬ޲から൓ରしてきたEUであるが，202�೥�݄OEIGWGの
におけるコンセンαスܾٞظձ第5�ձࣄ連人権理ࠃԽされたڧ能がػ
（5�/���）にみられるΑうに2�），条໿Խのٞ࿦にݐઃతにؔ༩しΑうとするಈ
きが࡯؍される。ಉܾٞにもとͮき，5つの஍Ҭからબ出される๏཯ઐ໳Ոの
ࢪԉを得て，೥に一౓のセοシϣンのؒにテーϚผコンαルテーシϣンが࣮ࢧ
されることになͬた。5஍Ҭからબ出された๏཯Ոは条໿૲Ҋの֤نఆにઐ໳
తॿݴをೖれる໾ׂを୲う。֤ࠃ੓෎やステークϗルμーは自らの஍Ҭの๏཯
Ոを௨͡て条໿Խのಈきにؔ༩をਂΊることができる。
ଇを࣮行す΂く自ൃతऔ૊みをਐΊてきたと自負する経済քは条໿Խݪಋࢦ　
にもとから൓ରしている2�）。条໿Խのաఔには，ࢦಋݪଇの作成とಉ༷にビジ

2�）UN Document, A/HRC/DEC/5�/���.
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ネスを含むଟくのステークϗルμーのؔ༩がඞཁであり，条໿の಺༰はࢦಋݪ
ଇに߹கしたものである΂きとओுしている25）。人権にؔするۀا責任を֨ݫ
にنఆすることにΑͬて，か͑ͬてۀاの్্ࠃへの౤ࢿを᪳᪯させ，人権ঢ়
のࠜ֐೦がある。人権৵ݒのఫୀをॿ௕するۀاが๕しくない஍Ҭにおけるگ
本తݪҼにର処するࠃՈのٛ຿を๨れているとࢦఠし，条໿ԽにΑる予ظしな
いѱӨڹがとくに్্ࠃにٴͿ可能ੑをਫ਼ࠪす΂きとのҙݟが出ている。
　なおOEIGWGにアジアଠฏ༸஍Ҭからはબ出された๏཯ઐ໳Ոは，Third 
World NetworkというNGO所ଐのห࢜ޢであり，ۀاの人権อޢ責任のൣғ
をこれまでの఻౷తなࠃՈの๏త׋؅権の֓೦を௒͑てنఆしΑうとਪਐする。

ΞδΞʹ͓͚ΔʮϏδωεͱਓݖʯ�

�-�ɽ౦ೆΞδΞʹ͓͚Δਓݖঢ়گͱ՝୊ɹ
　౦ೆアジアॾࠃ連߹（ASEAN）加ໍ֤ࠃにおける人権ঢ়گを֓؍する。表
序-1はアジアॾࠃの人権にؔする条໿への加ໍঢ়گを一ཡにした。
తレビظを৹ࠪするීวతఆگで人権ঢ়ؒࠃձにおける加ໍ֤ࣄ連人権理ࠃ　
ϡー（Universal Periodic Review: UPR）ではASEAN加ໍ֤ࠃはݫしいࢦఠを
डけている。ΧンϘジア2�），ϛϟンϚーには，ࠃ連の特ผखଓにもとͮき，人

2�） International Organisation of Employers (IOE), Business at OECD (BIAC) and 
BusinessEurope 202�. lJoint Business Position: �th Draft of the Legally Binding 
Instrument on Business and Human Right.z 20 October.
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=�5����&token=�����2�b0
e��5��b��5ccdcbcb00��dd2�f��e��

25）202�೥��݄の第��ճビジネスと人権ϑΥーϥϜにおけるセοシϣン（lTen years of debates 
and negotiations on a legally binding instrument on business and human rights: taking 
stock of progress and remaining challengesz）におけるࡍࠃ経Ӧ者ஂମ連ໍ（International 
Organisation of Employers: IOE）からのパネリストのൃݴ。

2�）たと͑ば202�೥に೔本がペンϗルμー（ओఏҊࠃ）を຿Ίた，特ผ報告者の任ظԆ௕を含むΧ
ンϘジア人権ঢ়ܾٞگについて，ࡏジϡネーブ୅表෦ؔػࡍࠃ೔本੓෎୅表෦「ΧンϘジア人権
ঢ়ܾٞگについて」(2022೥�݄�5೔)を参照されたい。
https://www.geneve-mission.emb-japan.go.jp/itpr_ ja/shigoto_kazuho_taguchi_2.html
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序　章　「ビジネスと人権」のグローバルトレンドとアジア

権ঢ়گにؔする特ผ報告者が任໋されている。特ผ報告者は，ࠃ連人権理ࣄձ
の特ผखଓという੍౓で，人権ঢ়گが著しく༕ྀされる特ఆのࠃをର৅として
ௐࠪやࢹ؂を行い，ק告や報告書の公表を行う任຿を୲う。ࡏݱ౦ೆアジアに
おいて࠷も著しい人権৵֐がىきているのはϛϟンϚーである。ಉࠃについて
は，���2೥以དྷϛϟンϚーの人権ঢ়گにؔする特ผ報告者が任໋され2�），ྩ
ঢ়なしの߆ଋ，ࡋ൑なしのܐのࣥ行，ݴ࿦の自由の੍੍ڧ，ݶ࿑ಇ，ࣇಐ࿑ಇ，
গ਺ຽ଒へのഭ֐など਺ʑの人権৵֐が，ࠃ連人権理ࣄձに報告されてきた。
202�೥2݄のクーσターޙこれまで以্にܹしい人権৵֐，๫ྗ，཈ѹがൃ
ੜしている。�200人を௒͑るࢢຽが໋をୣわれ2�），おΑͦ2ສ人の੓࣏൜が
。（಺ආ೉ຽは��5ສ人に্ると報告されている�0ࠃ，（�຿所にऩ؂され2ܐ
202�೥�݄にはおΑͦ�0೥ͿりにϛϟンϚーの人権ঢ়گにؔする特ผ報告者5
୅໨のトーϚス・アンドリϡースが೔本を๚れ，ϛϟンϚーにおける人権৵֐
に加୲しないΑう೔本ۀاにק告している��）。
　౦ೆアジア֤ࠃの人権にؔするঢ়گをࡍࠃతなࢦඪで֓؍する。ࡍࠃNGO
であるWorld Justice ProjectにΑる๏のࢧ഑Πンσοクスでは，ج本త権利
については，๏のલのฏ等，ࠩผࢭې，ੜ໋，自由，਎ମの҆શにରする権利，
公ਖ਼なࡋ൑खଓ，ແࡑਪఆの権利，ҙݟ，表ݱの自由，ࢥ૝，ྑ৺，फڭの自
由，ݸ人情報，ϓϥΠバシーのอޢ，集ձ，݁ࣾの自由，ج本త࿑ಇ権がࢦඪ

2�）UN Document, E/CN.�/RES/���2/5�. ॳ୅報告者（���2೥から����೥まで）はԣ田༸三。
2�） The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 2025. lMyanmar: 

Four years on, coup leaders ramp up violations to unprecedented levels – UN finds.z ��
January.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/0�/myanmar-four-years-coup-leaders-
ramp-violations-unprecedented-levels-un

2�）A/��/52�: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar.
�0）2025೥�݄�0೔にൃੜしたେ஍਒にΑりͦの਺は�50ࡏݱສ人を௒͑る。United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) 2025. lMyanmar – UNHCR Operational Data 
Portal.z 25 August.
https://data.unhcr.org/en/country/mmr

��） The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR)  202�. lUN expert 
urges Japan to step up pressure on Myanmar junta.z 2� April.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/202�/0�/un-expert-urges-japan-step-pressure-
myanmar-junta
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とされている（WJP 202�）。202�೥版ではର৅��2Χࠃத，シンΨϙール��Ґ，
Ϛレーシア55Ґ，Πンドネシア��Ґ，タΠ��Ґ，ϕトφϜ��Ґ，ϑィリϐン
��Ґ，ϛϟンϚー ���Ґ，ΧンϘジア���Ґである。報ಓの自由はຽओࣾձ
を͑ࢧるࠜװであるが，ࡍࠃジϟーφリストNGOのڥࠃなき記者 （ஂReporters 

Sans Frontières: RSF）にΑるੈք報ಓ自由౓ϥンΩング202�೥版では，ର৅
��0Χࠃத，タΠ��Ґ，Ϛレーシア�0�Ґ，Πンドネシア���Ґ，シンΨϙー
ル�2�Ґ，ϑィリϐン���Ґ，ΧンϘジア�5�Ґ，ϥΦス�5�Ґ，ϛϟンϚー
���Ґ，ϕトφϜ���Ґとされている（RSF 202�）。
表序-2ではアジアॾࠃの࿑ಇ者の権利にؔするࡍࠃ条໿への加ໍঢ়گを一ཡ

にした。ILOのத֩త࿑ಇج४のうͪ，2�߸（੍ڧ࿑ಇ���0೥）条໿や��2߸（࠷

ѱのܗଶのࣇಐ࿑ಇ����೥）条໿にはܝ載したす΂てのアジアॾࠃが加ໍする
一ํ，��߸（݁ࣾの自由おΑͼஂ݁権อޢ����೥）条໿や��߸（ஂ݁権おΑͼஂ

ମަব権����೥）条໿への加ໍはͦうではない。
　アジアにおける࿑ಇ者の権利の࣮ଶは๕しくない。ࡍࠃ࿑ಇ૊߹૯連߹
（International Trade Union Confederation: ITUC）にΑるGlobal Rights Index
は，࿑ಇ者の権利がอোされているレϕルについてߴいํを�から௿いํを5
としてࢦ਺で示している。202�೥版にΑれば，シンΨϙールが2，ϕトφϜ
が�，Ϛレーシア，Πンドネシア，タΠ，ΧンϘジア，ϑィリϐン，ϥΦスは
。௿の5とされている（ITUC 202�）。ϛϟンϚーは๏ମ੍の่յで5ʴである࠷
࿑ಇ者の権利が཈ѹされているϫースト�0Χࠃの�Χࠃをアジアが઎Ίる。バ
ングϥσシϡ，ϑィリϐンͦしてϛϟンϚーである。ϑィリϐンでは，૊߹׆
ಈՈへの๫ྗ，ୁั，૊߹௵しが行われ，ϛϟンϚーではዞҙతୁั，૊߹׆
ಈを理由とするղݴ，ޏ࿦と集ձの自由にରするਂࠁな৵֐がある。஍Ҭとし
て࠷ѱのத౦・๺アϑリΧ஍Ҭ（スコア�.��）に͙࣍のがアジアଠฏ༸஍Ҭ（ス

コア�.��）である。アジアଠฏ༸஍Ҭにおいて��ˋのࠃʑがストϥΠΩの権利
を৵֐し，��ˋのࠃʑが࿑ಇ૊߹のొ࿥を๦֐し，��ˋのࠃʑが࿑ಇ者の૊
߹ઃཱおΑͼ加ೖの権利をഉ除し，��ˋのࠃʑがஂମަব権を৵֐し，��ˋ
のࠃʑが࿑ಇ者をୁั・ې߆し，�0ˋのࠃʑが࿑ಇ者の࢘๏へのアクセスを
ʑで࿑ࠃされている。��ˋのݶ࿦や集ձの自由が੍ݴʑでࠃ൱し，��ˋのڋ
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ಇ者が๫ྗతܸ߈にૺͬている。
　౦ೆアジア֤ࠃにおいてࠃՈにΑる人権อোମ੍がෆे෼，さらにはࠃՈ自
ମが人権を৵֐しているなかで，׆ۀاಈにΑる࿑ಇ権の৵֐，人権৵֐が࿐
ఄしている。ણҡ・アパレルۀ࢈，৯඼加工ݐ，ۀ࢈ઃۀにおける࿑ಇ҆શӴ
ੜの௿ਫ४，ϋϥスϝントや๫ྗ，݁ࣾの自由の৵ۀ࢈߭࠾，֐，ਫྗൃి等
ΤネルΪーۀ࢈における஍Ҭॅຽの੍ڧ移転，౔஍の権利の৵֐，ੜڥ؀׆の
Ԛછ，ഁڥ؀յ，パーϜ༉や໦ۀ࢈ࡐにおけるࣇಐ࿑ಇ，੍ڧ࿑ಇ，人ࡐѺટ
にΑる࠴຿࿑ಇ，人਎औҾなどຕڍにいとまがない。౦ೆアジアにおいて移ॅ
࿑ಇ者の権利৵֐はとくにਂࠁな໰୊である。移ॅ࿑ಇ者の送出しࠃおΑͼड
ೖれࠃにおいて，移ॅ࿑ಇ者にかかる࿑ಇ๏੍がະ੔උであͬたり，とくにѺ
ટྉにؔしてنఆがあるもののͦのࣥ行ੑがܽ೗し，Ѻટۀ者へのࢧ෷いのた
Ίଟֹのआۚをഎ負う移ॅ࿑ಇ者がޙをઈたない。送出しࠃ，डೖれͦࠃれͧ
れの੍౓のؒڬにམͪる࿑ಇ者の権利をいかにอޢするかはେきな課୊になͬ
ている�2）。
　さらにਂࠁな໰୊は，これらの人権や࿑ಇ者の権利，ڥ؀໰୊をఏىする人ʑ
にରする，ڴഭ，࢘๏ϋϥスϝント，ዞҙతୁั，֐ࡴ，㒷ᨱதইなどのਂࠁ
な๫ྗや஄ѹである。BHRRCにΑれば，人権༴׆ޢಈ者にରするܸ߈は，
20�5೥から202�೥のؒに��00件以্が記࿥され，うͪ��50件がアジアଠฏ
༸஍Ҭでൃੜしている。なかでもϑィリϐン，ΧンϘジア，Πンドネシアはア
ジアଠฏ༸஍Ҭの人権༴ޢ者にとͬてとくにݥةなࠃとࢦఠされている。人権
ঢ়گの๕しくない౦ೆアジアにおいてはまさにΨバφンス・Ϊϟοϓが࿐ఄし
ている（BHRRC 2025）。

�-�ɽASEANͷʮϏδωεͱਓݖʯͷऔ૊Έ
ASEANにおいては，人権にؔする஍Ҭの࿮૊みとしてASEAN੓෎ؒ人権

ҕ һ ձ（ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR）

がଘࡏする。200�೥ASEANݑষに人権のଅਐとอޢがASEANの໨తのͻと

�2）ච者は౦アジアڞ௨ج൫のߏஙをఏݴしている（山田 20��）。
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つとしてنఆされ，ͦの第��条でASEAN人権ߏػのઃཱが໿ଋされた。ͦし
て200�೥ASEAN加ໍ֤ࠃの୅表からߏ成されるAICHRがൃ଍した。ࠃ連人
権理ࣄձでNAPࡦఆのਪ঑がܾٞされた一ํOEIGWGのઃཱܾٞがなされた
20��೥には，AICHRは࠷ॳのௐࠪテーϚとして，ASEANにおける責任ある
ビジネス，׆ۀاಈにおける人権ଚॏをऔり্͛，ϕースϥΠンௐࠪ報告書を
作成した。20�5೥ASEANڞಉମൃ଍࣌のASEANڞಉମビジϣン2025には
のࣾձత責任（Corporate Social Responsibility: CSR）が明記され，ASEANۀا
ಉମの�つڞಉମおΑͼࣾձڞಉମ，経済ڞ成する੓࣏・҆શอোߏಉମをڞ
のブルーϓリントにCSRのൃܒが੝りࠐまれている。20��೥第2�ճASEAN
࿑ಇେਉձ߹では「ASEAN࿑ಇにؔするۀاのࣾձత責任ΨΠドϥΠン」が
，す΂きでありྀߟをڹಈがࣾձにもたらすӨ׆ۀࣄは自らのۀا。୒された࠾
ଇとݪ४の९क，人権のଚॏ，આ明責任，ಁ明ੑ，ྙ理త行為をجత࿑ಇࡍࠃ
する責任あるビジネスをଅしている。ಉ೥にはタΠ୅表をத৺とするAICHR 
ϝンバーをத৺にCSRと人権にؔするASEAN஍Ҭઓུがٞ࿦され，ASEAN
でૢۀするۀاにରし，CSRはد෇や࣊ળۀࣄではなく，ۀاの׆ಈがもた
らす人権，ࣾձ，ڥ؀へのӨڹにରする責任であるとのೝࣝをٻΊた。AICHR
のݱ行の5Χ೥ܭը（202�ʙ2025೥）では，CSRに୅わりビジネスと人権が明
記され，ࢦಋݪଇの࣮行とNAPのࡦఆのڞ有がܭըされている。AICHRのऔ
૊みは202�೥ٞ௕ࠃであͬたΠンドネシア୅表にΑͬてݗҾされた。さらに
2025೥にはٞ௕ࠃであるϚレーシア୅表のओಋで�0݄2�೔に第��ճASEAN
ट೴ձٞにおいて「ਗ਼ܿで，݈߁తかつ࣋ଓ可能なڥ؀にରする権利」にؔす
るએݴが࠾୒された。

�-�ɽ౦ೆΞδΞʹ͓͚ΔNAPࡦఆͷಈき
OEIGWGのઃཱܾٞにみられるΑうに๏త߆ଋྗをもつࡍࠃจ書を๬む్

ఆをਐࡦはNAPのࠃଇ自ମの有ޮੑを示すたΊ，Ԥถॾݪಋࢦ，にରしࠃ্
Ίた��）。一ํ，೔本を含むアジアॾࠃのಈきはಷく，アジアはNAPࡦఆでઌ
行したԤभにൺֱしてビジネスと人権へのऔ૊みが஗れているとࢦఠされてき
た��）。20��೥アジア஍Ҭॳのビジネスと人権ϑΥーϥϜではアジア֤ࠃの参
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加者から，人権へのऔ૊みの੓࣏తҙࢥのܽ೗は，人権ଚॏは経済成௕を๦͛
るというޡղや人権というݴ༿自ମの特ఆのഎܠにおけるաහੑやᛙখԽされ
た理ղがݪҼとのҙݟが出された。੓෎ؔػのΩϟパシティෆ଍，ݶられたリ
ιースの഑෼において人権へのऔ૊みは௥加తコストとみなされているとのࢦ
ఠもあͬた。
　ͦのΑうななか，NAPをアジアで࠷ॳにࡦఆしたのはタΠであͬた�5）。タ
Πは20��೥にはถࠃ຿ল人਎औҾ報告書で੍ࡋର৅となるTier�に֨下͛さ
れ，20�5೥にはEUからIUUنۀړଇにΑるܯ告をडけていた��）。20��೥ࠃ
連人権理ࣄձ第25ձظのUPRでは，ݑ๏ఀࢭ，人権ห࢜ޢのࣦ᪨，ݴ࿦౷੍，
移ॅ࿑ಇ者の権利৵֐等についてվળをٻΊるଟくのק告をडけた。ͦのなか
でNAPのࡦఆ，ࢦಋݪଇの࣮行をٻΊるス΢Σーσンのק告にରし，タΠは
ࠃతに൓Ԡした。20��೥にֳܾٞఆされたタΠのNAPは，自ۃとしてੵػ޷
Ոの信པをৢ成するとࢿとして౤ࠃの人権ଚॏをଅਐし，人権ଚॏをするۀا
ᨳう。ਤͬたΑうにͦの೥はタΠがASEANٞ௕ࠃであり，NAP๯಄にNAPの
ೝ֬࠶୒と表明は，ASEANおΑͼアジアにおけるタΠのリーμーシοϓを࠾
するものと明示した。

ASEANのなかでは࣍いでϕトφϜが，202�೥�݄にट૬ܾఆとして責任あ
るۀا行ಈをଅਐするܭըをࡦఆした。ϕトφϜは20��೥第�2ձظのUPRで
NAPࡦఆをというス΢Σーσンのק告をडけೖれなかͬたが，ͦのޙの変Խ
のഎܠには，EUϕトφϜ自由๵қڠఆ，แׅతおΑͼઌਐతな؀ଠฏ༸連ܞ
ஂ）߸��ఆ（CPTPP）のక݁，ൃޮがある。ϕトφϜは，20��೥にはILOڠ

݁権おΑͼஂମަব権����೥）条໿，2020೥にはILO�05߸（੍ڧ࿑ಇഇࢭ

��）EUではԤभҕһձが20��೥にۀاのࣾձత責任（CSR）にؔする੓ࡦのなかで，ࢦಋݪଇをࢧ
࣋し，EU加ໍࠃにࢦಋݪଇの࣮行をଅす΂くNAPࡦఆをٻΊた。European Commission.lA 
renewed EU strategy 20��-�� for Corporate Social Responsibility.z
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:520��DC0���

��）UN Document, A/HRC/�2/�5/Add.2.
。については山田（202�a）ࡉৄ（�5
��）IUUنۀړଇとは，20�0೥�݄ΑりEUでࢪ行され，ҧ๏・ແ報告・ແ੍ن（Ilegal, Unreported 

and Unregulated: IUU）ۀړを๷ࢭ・཈ࢭ・ഇઈするたΊのنଇ。
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��5�೥）条໿に加ໍした。
　2022೥��݄第��ձظのUPRでは，೔本੓෎がΠンドネシアとϑィリϐン
にରし，ࢦಋݪଇにଇͬたNAPࡦఆをק告し，྆੓෎はͦのק告をडけೖれ
ている。ݱにΠンドネシアは202�೥�݄2�೔にジϣコ・΢ィドドେ౷ྖがେ
౷ྖྩとしてビジネスと人権のたΊのࠃՈઓུにॺ名した。Πンドネシア੓෎
も，ࠃՈઓུのࡦఆが自ࠃにおけるۀاの人権ଚॏをଅし౤ࢿにつながるとا
ਤしている。
　Ϛレーシアにおいてはࠃ಺人権ҕһձにΑりNAP૲Ҋが௕೥ԹΊられてき
たが，੓෎の本֨తなコϛοトϝントにΑり202�೥Ն，๏຿লのҕୗをडけ
たઐ໳ՈνーϜにΑるϕースϥΠンスタσィ報告書が公表された。2025೥2
݄にはNAPθロドϥϑトが公表され，ASEANٞ௕ࠃである2025೥における
。ఆ，公表にこ͗つけたࡦਤしていたとおり，�݄にاఆをࡦ

�ߟ࠶຿ٛޢอݖՈͷਓࠃ

　ビジネスと人権をΊ͙るグローバルトレンドがల։するなか，֤ࠃにおいて
さま͟まなऔ૊みがਐΊられているにあたり，あらたΊてࢦಋݪଇがنఆする
Ոのٛ຿についࠃ，ଇはݪಋࢦ。するߟ࠶するٛ຿についてޢՈの人権をอࠃ
てج൫となるݪଇの第一として，「ࠃՈは，ͦのྖҬおΑͼʗまたは׋؅಺で
ੜ͡た，ۀاを含む第三者にΑる人権৵֐からอޢしなければならない。ͦの
たΊに，࣮ ޮతな੓ࡦ，ཱ ๏，੍نおΑͼࡋఆを௨͡てͦのΑうな৵֐を๷ࢭし，
૞ࠪし，処േし，ͦ してิঈするたΊにద切なાஔをとるඞཁがある」と͛ܝる。

�-�ɽNAPࡦఆͱ͍͏ࣜܗతཁ݅ͷޭࡑ
　Ψバφンス・ΪϟοϓをՍڮす΂くࢦಋݪଇがࠃ連人権理ࣄձにおいてશձ
一கで࣋ࢧされたものの，ࢦಋݪଇ自ମはあくまでݪଇであり，֤ࠃ੓෎にର
する๏త߆ଋྗはない。ࢦಋݪଇを۩ମతにどのΑうに੓ࡦとして࣮行するか
は，֤ࠃ੓෎に任されている。20��೥�݄OEIGWGのઃཱがܾٞされたಉ͡



24

ఆࡦଇの࣮行をਪਐするたΊNAPݪಋࢦ，においてظձ第2�ձࣄ連人権理ࠃ
をਪ঑するܾٞが౤ථなしで࠾୒された。NAPはࢦಋݪଇのแׅతかつޮ果త
な࣮行をଅਐするツールとしてのॏཁな໾ׂをもつと明記された��）。ͦこでԤ
भをは͡Ίとする਺ʑの੓෎は，ࢦಋݪଇへのコϛοトϝントを明示す΂く
NAPをࡦఆしてきたのである。੓෎が自ۀاࠃにରする人権ଚॏ責任のظ଴を
明示するという఺では，੓෎がNAPにͦれを明記することは一ఆのޮ果はある
であΖう。しかし۩ମతな౸ୡ఺をઃఆして，ͦのਐḿをଌఆしなければ，࣮
ޮੑがあるとはݴい೉い��）。
ఆし，さらに202�೥には第ೋ࣍NAPࡦアジアにおいてઌがけてNAPをࡍ࣮　
をࡦఆし公表したタΠ੓෎にରするࢢຽࣾձ૊৫からの൷൑はखݫしい。
NAP自ମの࣮ޮੑのূݕをせͣ，े෼なステークϗルμーΤンήージϝント
を࣮ࢪせͣにࣜܗだけの第ೋ࣍NAPࡦఆ作ۀを͙ٸ੓෎にରし，「ډ຾りはや
ΊΖ（Stop NAPping!）」と൷൑した��）。NAPというࣥ行ੑをもたないจ書Α
りもۀاの人権ଚॏ責任を๏త߆ଋྗをもͬて௥ٴできる๏཯をཁٻしている。

UNDPはEU等のۚࢿをडけ，アジア஍Ҭの֤ࠃにରしNAPࡦఆのࢧԉを࣮
ॳの例がタΠであͬた。ଓいてパΩスタンで࠷している�0）。ͦれが࣮݁したࢪ
202�೥，Ϟンΰルで202�೥にNAPがࡦఆされた。さらには202�೥ネパール
で࿑ಇ・ޏ用・ࣾձอোলにΑͬてNAPがࡦఆ，公表された。2025೥2݄に
はΩルΪスタンでNAPがࡦఆされた。NAPのࡦఆ，公表にΑͬて֤ࠃはগな

��）UN Document, A/HRC/RES/2�/22.
��）たと͑ばドΠツの20��೥にࡦఆされたNAPにおいては，2020೥までにドΠツࠃ಺の500人௒の

，することを໨ඪとしࢪのগなくとも50ˋが人権σϡーσィリジΣンスを࣮ۀاһを有するۀै
ະୡ成の৔߹には๏੍Խをݕ౼するとあͬた。ະୡ成であͬたので，202�೥にαϓϥΠνΣー
ンにおけるۀاσϡーσィリジΣンス๏が成ཱし，202�೥からࢪ行されている。NAPのҙٛに
ついては山田（2022）。

��）Manushya Foundation 2022. lThailand: What is a NAP-BHR & Why We Don`t Want It?z
� October. 
https://www.manushyafoundation.org/post/thailand-what-is-a-nap-bhr-why-we-don-t-
want-it

�0） United Nations Development Programme (UNDP) lBusiness and Human Rights in Asia: 
Promoting responsible business practices through regional partnerships.z
https://bizhumanrights.asia-pacific.undp.org/
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くとも外ܗతにࢦಋݪଇへの࣋ࢧ，コϛοトϝントをൃ信することには成ޭし
ている。しかし੓෎がNAPࡦఆを໨తとするあまり，NAPࡦఆのϓロセスに
おけるステークϗルμーとのؔ༩がे෼でなく，か͑ͬてステークϗルμーϗ
ルμーのෆ信をটくࣄଶも༕ྀされる。NAPに͛ܝられた੓ࡦが，ࢦಋݪଇ
に߹கしࠃՈの人権อٛޢ຿を۩ମతに࣮行し，࣮ޮੑをもつものでなければ，
NAPࡦఆのҙٛはࣦわれる。
ఆ自ମがॕ෱されたࡦଇが成ཱしてから�0೥あまりをա͗，NAPのݪಋࢦ　
ϑΣーζはաڈになͬた。NAPとশされるܭըがࢦಋݪଇに߹கする಺༰か，
࣮ޮతな੓ࡦが੝りࠐまれているか，NAPがどのΑうなޮ果を有したのかが
ॏཁである��）。ࡦఆがઌ行したࠃʑでは，NAP 2.0ともݺばれるさらにਫ਼౓の
。むことができるかが໰われているࠐを੝りࡦい࣮ޮੑのある੓ߴ

�-�ɽεϚʔτϛοΫε
　20��೥NAPの໾ׂを明記し֤ࠃにNAPࡦఆを঑ྭしたࠃ連人権理ࣄձでの
ܾٞ�2）を経て，ࠃ連૯ձ第��ձظにఏ出されたビジネスと人権ࠃ連作ۀ෦ձ
の報告書には，NAPに੝りࠐまれる΂き಺༰として࣍の5つのݪଇを͛ڍてい
る��）。ࠃՈのٛ຿とۀاの責任の૬׬ิޓとؔ連ੑ，֤ࠃのঢ়گにଈしたࠃ಺
తおΑͼࡍࠃతાஔならͼに੍ڧతおΑͼ自ൃతなાஔのスϚートϛοクス
ࡍࠃのਨ௚తかつԣஅత一؏ੑ，ਫ४を্͛ることにΑるࡦ੓，（い૊߹せݡ）
తなレϕルϓレΠングϑィールドのܗ成，ジΣンμーやとくに৵֐をडけやす
い集ஂの課୊へのऔ૊みである。

 ,のNAPのධՁについては，International Corporate Accountability Roundtable (ICAR)ࠃ֤（��
European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), Dejusticia 20��. Assessments of Existing 
National Action Plans (NAPs) on Business and Human Rights: 2017 Update. 22 August等。
https://static�.squarespace.com/static/5��f�fca�25e25fcd�5aa���/t/5��c5��ae�bfdf�0b
5b�f055/�50�����0����/NAP%2BAssessment%2BAug%2B20��%2BFINAL.pdf
NAPࡦఆϓロセス，Ϟχタリングํ๏のධՁについては，Methven O`Brien, C., J. Ferguson 
and M. McVey 2022. lNational Action Plans on Business and Human Rights: An 
Experimentalist Governance Analysis.z Human Rights Review 2�(�): ��–��等がある。

。஫��にಉ͡٭（�2
��）UN Document, A/��/2��.
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　ઌに࿦͡たΑうにスϚートϛοクスは，ࠃ಺తとࡍࠃత，੍ڧతと自ൃతと
いͬたાஔのݡい૊߹せであり，ۀاが人権ଚॏ責任を果たすΑう人権σϡー
σィリジΣンスの࣮ࢪをٛ຿Խする੓ࡦがਐんでいる。しかし，ۀاの人権ଚ
ॏ責任を果たさせる੓ࡦは，人権σϡーσィリジΣンスを๏཯にΑͬてٛ຿Խ
するだけではない。ಉ࣌に，ͦれをଅす࢓૊み，すなわͪۀاが人権ଚॏ責任
を果たすことができるڥ؀の੔උや੍౓のߏஙがඞཁとされ，ͦれはۀا行ಈ
にؔ連するあらΏる੓ࡦと連ಈする。ࢦಋݪଇはͦれを੓ࡦの一؏ੑ，すなわ
ͪ੓෎として，ձࣾ๏，ূ੍݊ن๏，౤ࢿ，༌出信用・อݥ，๵қ，࿑ಇなど，
。௨ೝࣝと߹கした行ಈとղઆするڞのؔػやہ཯する෦نの࣮຿をۀا
グロー，܎ಈ，ւ外のऔҾઌとのؔ׆のۀا外におけるࠃ಺はもとΑり自ࠃ　
バルαϓϥΠνΣーンにおいて，自ۀاࠃに人権ଚॏ責任を果たさせるには，
ͦれができるڥ؀を，੓෎が๵қ，௨商，։ൃԉॿなどのର外੓ࡦを௨͡てৢ
成するඞཁがある。ͦれは自ࠃ಺ྖҬにおけるۀا行ಈとともに，自ྖࠃҬ外
におけるۀا行ಈに何らかのシグφルやΠンセンティブを༩͑ることである。
たと͑ば，੍ڧ࿑ಇやࣇಐ࿑ಇなど人権৵֐がかかわͬた製඼が自ࠃのࢢ৔に
ೖることを明示తにࢭېする๏཯は，ۀاにαϓϥΠνΣーンにおける人権σ
ϡーσィリジΣンスをଅす੓ࡦ例とい͑る。੍ڧ࿑ಇにΑͬて製଄された商඼
の༌ೖをࢭېするถࠃの���0೥ؔ੫๏第�0�条や΢Πグル੍ڧ࿑ಇ๷ࢭ๏が
ېをࢢಐ࿑ಇにΑる製඼の্ࣇ・࿑ಇ੍ڧられる。EUにおいても202�೥͛ڍ
ఆにおける࿑ಇ条߲なڠの๵қؒࠃଟ，ؒࠃଇが成ཱした。また，ೋنするࢭ
ど，௨商ڠఆにక݁ࠃの࿑ಇ，人権ج४をجࡍࠃ४に߹கするΑうنఆをೖれ
る੓ࡦもある。EUが自由๵қڠఆで੝りࠐむαステφビリティ条߲はͦの例
である��）。2020೥EU自由๵қڠఆのൃޮにઌཱͪ，طड़のとおりϕトφϜは
ILO��߸（ஂ݁権おΑͼஂମަব権����೥）条໿，ILO�05߸（੍ڧ࿑ಇഇࢭ

��5�೥）条໿を൷।した。๵қ૬खࠃにILOத֩త࿑ಇج४の९कをଅし，૬
खࠃにおけるۀاの責任あるۀا行ಈをଅਐする。ަқされる商඼が࿑ಇ者の
権利がอޢされたੜ࢈にΑることを֬อすることは，経済׆ಈにおける公ฏな

��）೔EU経済連ڠܞఆ（EPA）にもかかる条߲がある。
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。૪条件の֬อであるڝ
　人権σϡーσィリジΣンスのٛ຿Խなどのϋードローにରして，ιϑトロー
として੓෎ओಋにΑるೝূ੍౓についてもٞ࿦がなされている。ڥ؀や人権に
ついて一ఆのج४にୡする製඼についてೝূを෇༩し，ͦのීٴにΑͬてσϡ
ーσィリジΣンスのΠンセンティブを༩͑るというものである。
　さらに੓෎は؂，੍نಜをするཱ৔にあるのみならͣ，੓෎自ମが経済アク
ターであることから，੓෎ௐୡ，։ൃԉॿۀࣄにおけるܖ໿ۀاのܖ໿条件に
人権ଚॏを੝りࠐむこともࢦಋݪଇでは例示されている�5）。
の人権課୊に有ޮにऔり૊ࠃにԠ͡たスϚートϛοクスは，当該گのঢ়ࠃ֤　
む੓ࡦである΂きであり，ܾして֤ࠃのݱঢ়ҡ࣋のݴい༁にはならない。

�-�ɽࡁٹ΁ͷΞΫηε
తાஔをऔり্͛，第三のࢭՈのٛ຿として第一のபでは๷ࠃ，ଇはݪಋࢦ　
பであるٹ済へのアクセスでٹ済ાஔをنఆする。ݪଇ25では「ࠃՈのٛ຿
として，ྖҬおΑͼʗまたは׋؅಺において，ビジネスにؔ連した人権৵֐が
ੜ͡た৔߹，Өڹをडける人ʑが࣮ޮతなٹ済にアクセスできるΑう，࢘๏，
行੓，ཱ๏またはͦのଞのしかる΂きखஈで，ద切なાஔをとらなければなら
ない」とنఆする。人権σϡーσィリジΣンスを࣮ࢪしても，ۀاは予ݟして
いなかͬた，または๷͗得なかͬた人権への負のӨڹをҾきىこし，またはॿ
௕することがあり得る。人権σϡーσィリジΣンスをٛ຿Խする一ํ，ビジネ
スにؔ連した人権৵֐がੜ͡たときに，ͦれを૞ࠪし，処േし，おΑͼੋਖ਼す
るたΊのద切なાஔをࠃՈがଵるならば，ͦのอٛޢ຿はऑΊられ，またແҙ
ຯとさ͑なりかͶない。

�5）たと͑ばドΠツでは，202�೥αϓϥΠνΣーン๏第5条は，当該๏にҧ൓したۀࣄ者は公తؔػ
とのܖ໿から除外されるとنఆする。೔本では，202�೥にNAPの࣮ࢪにかかるؔ܎෎লிࡦࢪ
ਪਐ・連絡ձٞで，「੓෎の࣮ࢪするௐୡにおいては，ೖࡳするۀاにおける人権ଚॏの֬อに
౒Ίることとする。۩ମతには，公ڞௐୡのೖࡳઆ明書やܖ໿書等において，「ೖرࡳ๬者ʗܖ
໿者はʰ責任あるαϓϥΠνΣーン等における人権ଚॏのたΊのΨΠドϥΠンʱを౿ま͑て人権
ଚॏにऔり૊むΑう౒Ίる」旨の記載のಋೖをਐΊる」とܾఆされている。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_ jinken/dai�/siryou�.pdf
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　さらにݪଇ2�は「ࠃՈは，׆ۀاಈにؔ連した人権৵֐にର処するࡍに，
൱になڋ済へのアクセスのٹ，಺の࢘๏ϝΧχζϜの࣮ޮੑを֬อするたΊࠃ
るΑうな๏త，࣮ࡍతおΑͼͦのଞこれにؔ連するΑうなোนをݮらすたΊの
ࠃ」ଇ2�はݪるなど，しかる΂きखஈをとる΂きである」，さらに͑ߟをࡦํ
Ոは，ビジネスにؔ連した人権৵֐をٹ済するたΊのแׅతなࠃՈ੍౓の一෦
として，࢘๏తϝΧχζϜとฒ行して，࣮ޮతでద切なඇ࢘๏తۤ情処理ϝΧ
χζϜをઃける΂きである」とする。࢘๏తϝΧχζϜの৔߹とಉ༷に，ࠃՈ
は，ビジネスにؔ連した人権ࣄҊの当ࣄ者ؒのෆߧۉ，おΑͼࣾձతにऑいཱ
৔におかれ，またはഉ除されるリスクがߴい集ஂやຽ଒にଐするݸ人が௚໘す
る，アクセスへの௥加తなোนにର処するํࡦをྀߟす΂きであるとղઆする。
ビジネスにؔ連した人権৵֐のٹ済ϝΧχζϜのΪϟοϓをຒΊるには，ࠃ಺
人権ؔػがとくにॏཁな໾ׂを果たすことがظ଴されている。
　౦ೆアジアでは，Πンドネシア，Ϛレーシア，ϑィリϐン，タΠにࠃ಺人権
಺人権ҕһࠃしAステータスをもつ��）。ϛϟンϚーはࡏとしてҕһձがଘؔػ
ձは有するもののͦのػ能を果たしていないとされ��），ϝンバーリストにはܝ
載されていない。ࠃ಺人権ҕһձは，人権৵֐のਃཱてをडけ，ௐࠪを行い໰
୊のղܾをࢼみる。タΠࠃ಺人権ҕһձはNAPࡦఆにॏཁな໾ׂを୲い，Π
ンドネシアやϚレーシアにおいてもࠃ಺人権ҕһձはૣظのஈ֊からNAPࡦ
ఆに޲けてಈいていた。Πンドネシア，Ϛレーシア，ϑィリϐン，タΠのࠃ಺
人権ҕһձにΑͬて，200�೥に౦ೆアジアࠃ಺人権ؔػϑΥーϥϜ（Southeast 

Asia National Human Rights Institution Forum: SEANF）が݁成され，׆ಈを
ଓけている。AICHRが੓෎ؒؔػであり，ASEAN外૬ձٞのもとにある૊৫

๏にΑるಠݑ，੓෎からのಠཱ，ݶな権ൣ޿，は（ଇݪパリ）ଇݪの஍Ґにؔするؔػ಺人権ࠃ（��
ཱੑの֬อ，ద切なݯࢿ・予ࢉ，ଟੑݩをنఆする。֤ࠃのࠃ಺人権ҕһձの஍Ґについては，
ಉݪଇに照らして，Global Alliance for National Human Rights Institute（GANHRI）にΑ
るೝূがなされている。ಉݪଇに׬શにଇしているものをAステータス，෦෼తにଇしているも
のをBステータスとする。Aステータスのࠃ಺人権ҕһձはࠃ連人権理ࣄձへの参ըがೝΊられる。
೔本はͦのઃཱをUPR等でק告されているがいまだઃཱされていない。

��）Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI).
https://ganhri.org/snippets/sca-recommendation-for-myanmar-national-human-rights-
commission-mnhrc-copy-copy-copy/
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であるのにରし，SEANFは֤ࠃのಠཱしたࠃ಺人権ؔػの連ໍである。੓෎
はࠃՈの人権อٛޢ຿として，ࠃ಺人権ؔػのಠཱした׆ಈを֬อすることが
。Ίられるٻ
਑にࢦ੶行ಈࠃඇ࢘๏తۤ情処理ϝΧχζϜとしては，OECDଟܕ൫جՈࠃ　
参加する֤ࠃにઃஔされているࠃ಺連絡૭ޱ（National Contact Ponint: NCP）

も͛ڍられる。ಉࢦ਑に参ըするࠃのNCPは，ಉۀاࠃのւ外におけるಉࢦ
਑ෆ९कにؔする໰୊ఏىをडけつけ，໰୊ղܾをਤる。ࡏݱಉࢦ਑に参加す
る52ΧࠃにͦれͧれNCPがあり，OECD加ໍࠃでなくても，ಉࢦ਑参加ࠃと
なͬているࠃもある。タΠおΑͼΠンドネシアは，OECD加ໍをΊ͟しており，
NCPઃஔもࢹ໺にある。
　人権อޢはࠃՈが୲うٛ຿である。ࠃՈは，ࢲ人にΑる人権৵֐自ମにରし
責任を負うわけではない。しかし，このΑうな৵֐がࠃՈにىҼしている৔߹，
あるいはࢲ人にΑる৵֐を๷ࢭ，૞ࠪ，処േおΑͼิঈするたΊのద切なાஔ
をଵͬた৔߹には，ࠃՈはࡍࠃ人権๏্のٛ຿にҧ൓することになりかͶない。
Ոは，๏のલのฏ等を֬อするાஔをとり，ͦのద用における公ฏੑ，ͦしࠃ
て責任のしかる΂き明֬ੑ，๏の҆ఆੑならͼにखଓతおΑͼ๏తಁ明ੑをن
ఆすることにΑり，๏のࢧ഑をอޢしଅਐするٛ຿がある。
　ઌड़した్্ࠃをத৺にਪਐされΑうとしている๏త߆ଋྗをもつࡍࠃ条໿
の૲Ҋには，自ࠃ಺でൃੜした人権৵֐について，自ࠃ外でのࡋ൑所にૌ͑を
ఏىすることを可能にするจݴが含まれている。これをਪਐする人権༴ஂޢମ
のͶらいは，్্ࠃでの人権৵֐行為をࡋくͦのࠃ自ମの࢘๏がػ能していな
いたΊ，ઌਐࠃのࡋ൑所にఏૌすることを可能にするということである。ࠃՈ
は，かかるࡍࠃ条໿をاਤする以લに，自ࠃにおける࢘๏੍౓，ࠃՈ自ମの人
権อো੍౓のෆඋをೝࣝし，ͦのվળにऔり૊むことが第一ٛత໾ׂである。
をコントロールす΂く成ཱしたڹがେきいΏ͑に，ͦの負のӨڹಈのӨ׆ۀا
のがࢦಋݪଇであり，人権を৵֐された人のٹ済へのアクセスの࣮ݱがまさに
Ψバφンス・Ϊϟοϓのղফなのであるが，Ψバφンス・Ϊϟοϓのࠜ本には
。における人権อো੍౓のෆඋがあることは変わらないࠃ֤
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　本書のߏ成は以下のとおりである。本ষにおいては，ビジネスと人権にؔす
るࢦಋݪଇが໨తとしたΨバφンス・ΪϟοϓをຒΊることが࣮ݱしているの
かという本書શମを௨ఈする໰いをఏ示し，ͦのղのલఏとしてビジネスと人
権をΊ͙るグローバルなಈきを֓؍した。ࢦಋݪଇが成ཱしたもののͦの有ޮ
ੑを୲อす΂く，人権σϡーσィリジΣンスを๏཯にΑͬてٛ຿Խするಈきが
ੈքでみられること，ಉ࣌に֤ࠃの自ൃతऔ૊みにґڌするࢦಋݪଇではなく，
๏త߆ଋྗをもͬたࡍࠃ条໿をਪਐするಈきがグローバルα΢スをத৺にਐ行
していることを示した。またビジネスと人権の課୊のアϓローνはੈքతな課
୊と連ಈしており，人権とڥ؀の連ؔੑがਂԽしていること，さらにはฆ૪Ө
ಈのありํが໰われていることを࿦͡た。ͦして第�ষ以׆஍における経済ڹ
߱でऔり্͛る౦ೆアジアのࣄ例研究のલఏとして，当該஍Ҭの人権ঢ়گの֓
した。Ψバφンス・Ϊϟοϓ؍のビジネスと人権のऔ૊みについて֓ࠃ֤，گ
をຒΊるࠃՈの人権อٛޢ຿について，NAPࡦఆ，੓ࡦのスϚートϛοクス
ͦしてٹ済へのアクセスという࿦఺をఏ示した。
　第�ষでは，ビジネスと人権における࿑ಇについて，த֩త࿑ಇج४とࡍࠃ
๵қ౤ࢿ੓ࡦにয఺を当てながら，ࠃՈとۀا，ͦしてࣾࡍࠃձが࿑ಇ者の人
権อোに޲けてどのΑうな໾ׂを果たしているかを෼ੳする。ࢦಋݪଇはଚॏ
す΂き人権の୅表త一ཡとして，࿑ಇにおけるج本తݪଇおΑͼ権利にؔする
ILOએݴにあるத֩త࿑ಇج४を明記している。ࢦಋݪଇが͛ܝる੓ࡦの一؏
ੑという؍఺から，๵қ੓ࡦにおいて࿑ಇ者の権利がどのΑうにنఆされてい
るか，Ԥभをத৺とする๵қڠఆの࿑ಇ条߲を௨͡て๵қ૬खࠃの人権ঢ়گに
ؔ༩する࣮ଶを記ड़する。ࢦಋݪଇの成ཱにΑͬてத֩త࿑ಇج४のଅਐがࠃ
Ոのみならͣ，ࣾࡍࠃ，ۀاձにΑͬてਐΊられていることを࿦͡る。
　第2ষでは，ۀاにΑる人権ଚॏ責任を果たすたΊのखஈすなわͪ人権σϡ
ーσィリジΣンスをଅす࢓૊みであるೝূにண໨する。Ԥभ，ถࠃをத৺とし
たࠃʑが๵қ੓ࡦにおいて人権や࿑ಇの課୊をऔり্͛る一ํ，ۀاのऔ૊み
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もਐలしている。੓ࡦや੍౓にΑる࿑ಇ・人権課୊を含むαステφビリティ（࣋

ଓ可能ੑ）্޲とͦの情報։示のख๏のͻとつとして，第三者ؔػにΑる؂ࠪ
とೝূをͬ࢖たऔ૊みが行われている。おもに࿑ಇ・人権課୊にऔり૊む੓ࡦ
をิ׬するものとして，またຽؒの੍౓のͻとつとしてのೝূをऔり্͛，こ
れまでどのΑうな஌ݟが得られているのかについて࿦͡る。
　以্のビジネスと人権にؔするԣஅత࿦఺をૅجに，第�ষ以߱では，タΠ，
Πンドネシア，ϕトφϜ，ΧンϘジアをऔり্͛る。
　第�ষでは，タΠ੓෎がࡦఆした第ೋ࣍NAPにண໨する。タΠはアジアにお
いて࠷もૣくNAPをࡦఆͦしてվఆを行ͬたࠃである。ࢦಋݪଇの࣮行とし
て֤ࠃがNAPをࡦఆしたが，ͦのվఆにରするظ଴஋はߴまͬている。ͦの
ΑうななかでタΠ੓෎が第一࣍NAPをどのΑうにධՁしվఆをਐΊたのか，
済へのٹଇの֩ともい͑るݪಋࢦຽࣾձのରԠを含Ίて記ड़する。なかでもࢢ
アクセスにおいてॏཁな໾ׂをもつ人権༴ޢ者のอޢにؔするنఆを෼ੳし，
NAPվఆのҙٛを࿦͡る。
　第�ষでは，ΠンドネシアのNAPࡦఆをऔり্͛る。Πンドネシアではࠃ಺
人権ҕһձがૣくにNAPࡦఆを੓෎にಇきかける΂くಈいていた。しかし੓
෎がNAPࡦఆにணखするにはかなりの࣌ؒをཁした。Πンドネシア੓෎はな
ͥこのタΠϛングで，いかΑうにしてNAPࡦఆへとͬࢸたのかを࿦͡る。Π
ンドネシアのNAPࡦఆϓロセスについて࣌ྻܥで੔理し，NAPࡦఆのഎܠに
あͬたཁҼについて෼ੳする。
　第5ষでは，ビジネスと人権，責任あるαϓϥΠνΣーンの課୊である，移
ॅ࿑ಇ者の೿ݣલඅ用の໰୊を，ϕトφϜから೔本への࿑ಇ者の送出しのࣄ例
にண໨して෼ੳする。ϕトφϜはट૬ܾఆとして責任あるۀا行ಈをଅਐする
をඞཁޢଇにおいてはとくにͦの権利のଚॏ，อݪಋࢦ。ఆしているࡦըをܭ
とする੬ऑな人ʑとして移ॅ࿑ಇ者が͛ڍられている。移ॅ࿑ಇ者はֹߴな೿
࿑ಇにつながる。ϕトφϜ人࿑ಇ者੍ڧ຿が࠴લඅ用を負୲させられ，ͦのݣ
のֹߴඅ用負୲໰୊のݯىをϕトφϜの࿑ಇ者ւ外೿ݣのԊֵというྺ࢙తな
。఺から෼ੳする؍๏下の࣮຿のݣ఺おΑͼϕトφϜのւ外೿؍
　第�ষではΧンϘジアにおけるビジネスと人権のঢ়گを࿦͡る。ΧンϘジア
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はࠃ連特ผ報告者が任໋されているΑうにͦの人権ঢ়گがࡍࠃతにݒ೦されて
いる。௕ظにわたる಺ઓを経ݧしてきたΧンϘジアは੓࣏త҆ఆをॏࢹする。
人権は੓࣏త҆ఆ，経済成௕を๦͛るというೝࣝはࠜڧい。しかしΧンϘジア
もグローバルαϓϥΠνΣーンの一୺を୲い，ビジネスと人権のグローバルな
ಈきにࠨӈされる。ΧンϘジア੓෎にΑる人権อޢのたΊの一ൠతなऔ૊みঢ়
における࿑ಇ者をΊۀる人権֓೦を঺հする。๓製͑ߟやΧンϘジア੓෎のگ
͙るऔ૊みおΑͼ課୊，アグロΠンμストリーにおける౔஍ऩୣの໰୊をऔり
্͛，ւ外からのಇきかけのࣄ例を෼ੳする。ͦしてΧンϘジアにおけるビジ
ネスをとおした人権९कঢ়گのվળへのऔ૊みのޙࠓの可能ੑをݕ౼する。

Ή͢ͼʹ͔えͯ
ʕΞδΞʹ͓͚ΔϏδωεͱਓݖͷ͜Ε͔Βʕ

　本書を௨͡て，ࢦಋݪଇがͦのղফをΊ͟すΨバφンス・Ϊϟοϓがいまだ
ଘࡏしていること，ͦしてͦのΪϟοϓをຒΊる΂くさま͟まな੓ࡦやऔ૊み
が行われているঢ়گを明らかにする。ͦのΪϟοϓは，جࡍࠃ४とࠃ಺๏のҧ
い，࣮ݱの人権৵֐にରԠしていない๏཯，ద切な๏཯が੔උされながらͦれ
をࣥ行するମ੍のܽ೗，ؒࡍࠃのೝࣝのҧい等さま͟まなଶ༷でଘࡏする。
ଇの成ཱをもたらしݪಋࢦ」ଇ成ཱから�0೥にあたりϥΪー自਎はݪಋࢦ　
たഎܠとͦのओுのରཱはいまだଘࡏし，これからの�0೥に޲けたࢦಋݪଇ
の࣮ޮੑが໰われている」と࿦͡た（Ruggie, Rees and Davis 202�）。ͦのର
ཱは，ࡍࠃ੓࣏のଟۃԽにΑり複ࡶԽしているとい͑Αう。
　ͦのΑうななか，アジア֤ࠃ੓෎がビジネスと人権のऔ૊みをਐΊている。
したΨバφンス・ΪϟοϓのղফをΊ͟しながらも，ͦのҙࢹଇが໰୊ݪಋࢦ
ਤが人権ଚॏをਐΊることでࢢ৔の信པを得て責任ある౤ࢿをଅすことにある
なら，ͦのऔ૊みに೔本こͦがڠಇす΂きである。ࠃ಺੓ࡦを௒͑た஍Ҭのڞ
௨の課୊，たと͑ば移ॅ࿑ಇ者の権利อޢやӽڥ౤ࢿにおける責任あるۀا行
ಈにؔするڠಇである。ͦこには૬खࠃの੓࣏経済，ࣾձจԽにରするਂい理
ղがඞཁである。
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　೔本においては，2020೥�0݄にNAPがࡦఆされ，2022೥�݄に「責任ある
αϓϥΠνΣーン等における人権ଚॏのたΊのΨΠドϥΠン」が公表された。
ಉ݄のG�๵қେਉձ߹において当該ΨΠドϥΠンは経済ۀ࢈େਉからଞࠃに
঺հされ，バンコクで։࠵されたࠃ連責任あるビジネスと人権アジアଠฏ༸ϑ
ΥーϥϜでは，ट૬ิ׭ࠤ（ࡍࠃ人権໰୊୲当）からアジア஍Ҭに޲けてアϐ
ールされた。また೔本੓෎はUNDPとILOのビジネスと人権ϓロジΣクトにࢿ
には本書でऔり্͛たϕトφϜ，ΧンϘジア，タΠがࠃ出しており，ର৅ڌۚ
含まれている。
にؔする特ผ報告者トگड़のとおり202�೥�݄にはϛϟンϚーの人権ঢ়ط　
ーϚス・アンドリϡースが೔本を๚れている。ಉ特ผ報告者は「アジアのݻڧ
なຽओओٛࠃとして，೔本はϛϟンϚーػةへのରԠで஍Ҭతリーμーシοϓ
をѲることのできるઈ޷のཱ৔にいる」と೔本へのظ଴をड़΂た��）。
　202�೥Ն，೔本੓෎のট଴で๚೔したビジネスと人権ࠃ連作ۀ෦ձϝンバ
ーにΑる，೔本におけるビジネスと人権にかかるঢ়گにؔする報告書が202�
೥5݄ࠃ連人権理ࣄձにఏ出された（UNWGBHR 202�）。NAPのࡦఆ，ΨΠド
ϥΠンのൃ行をධՁしつつも，「経済քがバリϡーνΣーンશମにわたる人権
σϡーσィリジΣンスを理ղし，࣮ࢪする能ྗについては，ґવとして課୊が
෦ձは，ঁੑ，ઌॅຽ଒，ඃࠩผ෦མ出਎者，োがいۀている。また，作ͬ࢒
者，移ॅ࿑ಇ者，LGBTQI+の人ʑなどが経ݧする৬৔でのࠩผやϋϥスϝン
トにݦ著に表れているਂくࠜ෇いた有֐なジΣンμーやࣾձൣنにର処するこ
とが，著しくࠔ೉であることにݒ೦を表明する。ଟ༷ੑとแઁੑをਪਐし，こ
れらのリスクにさらされているグルーϓの権利をอޢするたΊの੓෎とۀاの
Πχシアνブは，ۃޙࠓΊてॏཁである」とࢦఠする��）。
　೔本はࠃ಺のみならͣ，ւ外に連なる，なかでもアジアに޿がるバリϡーν
Σーンにおける人権ଚॏを理ղし行ಈすることがٻΊられている。ビジネスと

連ϛϟンϚーઐ໳Ոの๚೔について（ジϡネーブࠃ ຿所 Media Advisoryࣄ׭等ห຿ߴ連人権ࠃ（��
202�೥�݄��೔）。

��）೔本ޠ༁はώϡーϚンϥΠツ・φ΢とBHRRCにΑるものを参ߟにした。
https://hrn.or.jp/news/25�5�/
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人権にؔする研究課୊は，経済׆ಈにΑͬて人権を৵֐される人ʑがいるݱ஍
を理ղすることなしに成ཱしない。ࡍࠃత࿮૊みであるࢦಋݪଇは，ͦもͦも
ঢ়からੜみ出さݱの֐ಈにΑる人権৵׆をは͡Ίとするੈք֤஍の経済ࠃ্్
れたものである。Ψバφンス・Ϊϟοϓがさらに޿がることをࢭΊなければな
らない。ͦのํ๏にはさま͟まなアϓローνがあるはͣである。いかなるアϓ
ローνがさらにඞཁとされるのか，ͦれがいかなるޮ果を有するのか，੓ࡦの
ޮ果をଌるূݕはҾきଓき࢒されている課୊である。
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